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次

省

令

検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

検
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
報
告
又
は
協
力
）

第
四
条
の
三

検
疫
所
長
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
協
力

を
求
め
る
場
合
に
は
、
書
面
そ
の
他
の
検
疫
所
長

が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
書
面
そ
の
他
の
検
疫
所
長
が

適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
ら
ず
当
該
報
告
又
は
協

力
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
三
年
法
律
第
五
号
）

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
二
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外特第号)官 報



〔
省

令
〕

〇
検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
厚
生
労
働
三
二
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本

的
対
処
方
針
の
変
更
に
関
す
る
公
示

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本

部
）

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
並
び
に
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
二
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久




		2021-02-12T20:08:12+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）


	



